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規制改革実施計画の概要（主要事項説明資料抜粋）



財務会計基準機構（ＦＡＳＦ）組織図

2出典：（公財）財務会計基準機構のHPより引用し、事務局で補足を追記。

ASBJ



企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）へのテーマ提案について
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会計基準レベルの考慮要因
(1) 広範な影響があるか。
(2) 作成者、利用者、監査人等からのニーズはあるか。
(3) 企業会計基準委員会が取扱うべき内容か（他の規

制当局等が取扱うことが適切であるものではない
か。）

(4) 現行の会計基準の改善が見込まれるか。
(5) 適時に会計基準の開発が可能か。

ASBJへの提案がFASFの基準諮問会議にて審議される際に、作成者・利用者・監査人のニーズがあることが求められる。

https://www.fasf-j.jp/jp/wp-
content/uploads/sites/2/jnl_03_lmtd-12.pdf

出典：公益財団法人財務会計基準機構 企画・開示室長 渡部 類「基準諮問会議の活動」（2015年６月 季刊 会計基準 vol.49）より引用。
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企業会計基準諮問会議 委員名簿

4出典：（公財）財務会計基準機構のHPより引用。



企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ） 委員名簿

5出典：企業会計基準委員会のHPより引用し、肩書を追記。

三菱UFJ銀行 財務企画部主計室⾧ 兼 新決算プロセス推進室⾧
兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ税務室⾧

日本生命保険相互会社 主計部 担当部長
兼 はなさく生命保険株式会社保険計理人

みずほ証券（株） グローバル戦略部産官学連携室上級研究員

三井物産株式会社 執行役員 経理部長

早稲田大学法学学術院教授

旭化成株式会社 経理・財務部 部長付 会計・税務 シニアアドバイザー

住友化学株式会社 経理部 シニアフェロー兼 監査等委員会室長

野村證券株式会社 企業情報部 次長

EY 新日本有限責任監査法人パートナー

東京大学大学院経済学研究科教授



6

関係法令
〇財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号）（抄）
（適用の一般原則）

第一条 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。）第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項（これらの規
定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。）、第二十四条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第五
項において準用する場合を含む。）若しくは第六項又は第二十四条の五第一項（この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人
（以下「指定法人」という。）についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により提出される財務計算に関する書類
（以下「財務書類」という。）のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、こ
の規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
一～三 （略）

２ 金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

３ 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準
のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるもの
として金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
一 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関（次号及び第五号において「基準委員会」という。）を設けてい
ること。

四 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五 基準委員会が会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）を
取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん（企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。）の観点か
ら継続して検討を加えるものであること。

４ （略）

〇財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する規則に規定する金融庁長官が定める企業会
計の基準を指定する件（平成二十一年金融庁告示第七十号）（抄）
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号）第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、

公益財団法人財務会計基準機構（平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。）が設置した企業会計基準委
員会において作成が行われた企業会計の基準であって、令和六年九月十三日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとす
る。

〇金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）
第二章 審議会等
第一節 企業会計審議会

第二十四条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
２ 企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大
臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。

３ 前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令（昭和二十七年政令第三百七号）の定めるところによる。



ASBJに会計基準レベルの新規テーマとして提言するか否かについての考慮要因

7出典：（公財）財務会計基準機構 第54回企業会計基準諮問会議 資料（１）ー２－１より引用。



企業会計基準委員会及び企業会計基準諮問会議における決議等について
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〇公益財団法人 財務会計基準機構 定款（抄） 〇企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正手続に関する規則（抄）

出典：（公財）財務会計基準機構のHPより引用。

〇企業会計基準諮問会議の運営に関する要領（抄）




